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4.3 振動 

4.3.1 調査の方法 

振動に係る調査項目は、①振動（一般環境振動、道路交通振動）の状況、②道路交通

の状況、③振動の伝ぱに影響を及ぼす地質・地盤の状況、④その他の予測・評価に必要

な事項（既存発生源の状況、学校等の環境保全施設等の分布状況）とする。 

振動に係る調査の方法は表4.3-1に、現地調査地点の選定理由は表4.3-2に示すとおり

である。現地調査地点は図4.3-1に示すとおりである。 

 

表 4.3-1(1) 調査の方法（振動） 

調査項目 調査方法 調査地域・調査地点 調査期間・頻度 

①振動の状況 
・一般環境振動 

現地
調査 

「振動規制法施行規則」（昭和
51 年 11 月総理府令第 58 号）及
び「JIS Z 8735 振動レベル測定
方法」に定める測定方法 

計画区域における環
境振動を代表すると
考えられる 2 地点と
する。 

年 1 回（平
日）、24 時間
測定とする。 

①振動の状況 
・道路交通振動 

現地
調査 

「振動規制法施行規則」（昭和
51 年 11 月総理府令第 58 号）及
び「JIS Z 8735 振動レベル測定
方法」に定める測定方法 

工事中の資材運搬等
車両の主要な走行経
路上の 2 地点とす
る。 

年 1 回（平
日）、6 時～22 
時測定とする。 

②道路交通の状
況 
・交通量 

既存
資料
調査 

「道路交通センサス」（国土交
通省）等の整理及び解析を行
う。 

工事中の資材運搬等
の車両の走行経路及
びその周辺地域とす
る。 

最新の資料とす
る。 

②道路交通の状
況 
・道路の構造、

交通量 

現地
調査 

道路 
構造 

対象道路の車線数、車
線幅、歩道の有無、規
制速度等を調査する。 工事中の資材運搬等

車両の主要な走行経
路上の 2 地点とす
る。 

1 回とする。 

交通量 

カウンターで 2 車種
（小型・大型）自動車
台数及び二輪車台数を
計測 

年 1 回（平
日）、6 時～22 
時測定とする。
（道路交通騒音
と同時） 

③振動の伝ぱに
影響を及ぼす地
質・地盤の状況 

既存
資料
調査 

「表層地質図」等の整理及び解
析を行う。 

計画区域及びその周
辺地域並びに資材運
搬等の車両の走行経
路及びその周辺地域
とする。 

最新の資料とす
る。 

現地
調査 

「道路環境影響評価の技術手法
（平成 24 年度版）」（平成 25 
年 3 月、国土交通省 国土技術
政策総合研究所、独立行政法人 
土木研究所）に示される方法に
基づき、大型車単独走行時の振
動加速度レベルを 1/3 オクター
ブバンド分析器により測定す
る。この測定結果から振動加速
度レベルが最大を示す周波数帯
域の中心周波数を読み取り、こ
れらを平均して地盤卓越振動数
を求める。 

工事中の資材運搬等
車両の主要な走行経
路上の 2 地点とす
る。 

1 回とする。 
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表 4.3-1(2) 調査の方法（振動） 

調査項目 調査方法 調査地域・調査地点 調査期間・頻度 

④その他の予
測・評価に必要
な事項 
・既存の発生源

の状況 

既存
資料
調査 

固定発生源 
「土地利用現況図」
（埼玉県）等の整理
及び解析を行う。 

計画区域及びその
周辺地域とする。 

最新の資料とす
る。 

移動発生源 
②道路交通の状況（交通量）の既存資料調査と同様とす
る。 

④その他の予
測・評価に必要
な事項 
・学校、病院そ

の他の環境の
保全について
の配慮が特に
必要な施設及
び住宅の分布
状況 

既存
資料
調査 

「土地利用現況図」（埼玉県）、
「住宅地図」等の整理及び解析を
行う。 

計画区域及びその
周辺地域並びに資
材運搬等の車両の
走行経路及びその
周辺地域とする。 

最新の資料とす
る。 

 

 

表 4.3-2 振動等の現地調査地点の選定理由 

調査項目 地点名 選定理由等 

環境振動 

地点 B1 
計画区域敷地境
界 

計画区域内の環境振動を代表する地点として、敷
地境界の 2 地点を選定した。 

地点 B2 
計画区域敷地境
界 

道 路 交 通 振
動・交通量・地
盤卓越振動数 

地点 C1 
計画区域から国
道 254 号までの
区間 

計画区域から計画区域周辺の主要な幹線道路を
結ぶ区間上(C1)、及び主要な幹線道路におい
て、資材運搬等の車両及び供用時の関連車両の
主要な走行経路上(C2)になると想定される地点
として選定した。 
地点 C2 は、搬入車両の全てが通過し、搬出車両
が主に利用する※国道 254 号上の地点として選定
した。 
※搬出車両の一部は、計画区域から出たのち国道 254 号を左

折するルートをとるため、右折するルート上にある C2 は通過

しない。 

地点 C2 国道 254 号 
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●   調査地点（振動） 

● ● 

B2 
 

B1 
 

図 4.3-1(1) 
 
振動調査地点 
（現地調査：一般環境） 
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図 4.3-1(2) 
 
振動・交通量調査地点 
（現地調査：道路交通） 

● 

●   調査地点（振動、交通量） 

  工事中・撤去時の資材運搬等車両の走行ルート 

● 

C1 

 

C2 
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4.3.2 予測・評価の方法 

振動に係る予測、評価の方法は表4.3-3に、環境の保全に関する配慮方針は表4.3-4に

示すとおりである。 

 

表 4.3-3(1) 予測・評価の方法（工事：振動） 

予測事項 
建設機械の稼働に伴う振動の影響 資材運搬等の車両の走行に伴う振動の

影響 

予測方法 

｢道路環境影響評価の技術手法(平成 24

年度版)｣(平成 25 年 3 月、国土交通省

他)に基づき、振動の伝ぱ理論に基づく

予測式を用いて建設機械の稼働時の振

動レベルを予測する。 

｢道路環境影響評価の技術手法(平成 24

年度版)｣(平成 25 年 3 月、国土交通省

他)に基づき、振動の伝ぱ理論に基づく

予測式を用いて資材運搬等の車両走行

時の振動レベルを予測する。 

予測地域・ 

地点 

予測地域は計画区域及び関連施設の周

辺約 100ｍの範囲とし、予測地点は敷

地境界及び住居等の位置を考慮して選

定する。 

予測地域・地点は、道路交通振動の現

地調査の調査地域・地点と同様とする。 

予測対象 

時期 

建設機械の稼働による振動が最大とな

る時期とする。 

資材運搬等の車両の走行台数が最大と

なる時期とする。 

評価方法 

＜影響の回避・低減の観点＞ 

振動による影響が事業者等により実行可能な範囲内でできる限り回避され、又

は低減されているかどうかを評価する。 

＜基準、目標等との整合の観点＞ 

評価項目 評価の指標 指標値 

建設機械の稼働
に伴う振動 

「振動規制法」の「特定建設作業
に伴って発生する振動の規制に関
する基準」（昭和 43 年 11 月、厚
生省）における区域区分で第 1 号
区域において定める基準 

敷地境界で 75 デシ
ベル 

資材運搬等の車
両の走行に伴う

振動 

「振動規制法」に基づく類型区分
第 1 種区域において定める要請限
度 

昼間（8-19 時）：
65 デシベル 
夜間（19-8 時）：
60 デシベル 
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表 4.3-3(2) 予測・評価の方法（供用終了後の影響：振動） 

予測事項 

太陽光パネル等の撤去・廃棄時におけ

る建設機械の稼働に伴う振動の影響 

太陽光パネル等の撤去・廃棄時におけ

る資材運搬等の車両の走行に伴う振動

の影響 

予測方法 

｢道路環境影響評価の技術手法(平成 24

年度版)｣(平成 25 年 3 月、国土交通省

他)に基づき、振動の伝ぱ理論に基づく

予測式を用いて建設機械の稼働時の振

動レベルを予測する。 

｢道路環境影響評価の技術手法(平成 24

年度版)｣(平成 25 年 3 月、国土交通省

他)に基づき、振動の伝ぱ理論に基づく

予測式を用いて資材運搬等の車両走行

時の振動レベルを予測する。 

予測地域・ 

地点 

予測地域は計画区域周辺約 100ｍの範

囲とし、予測地点は敷地境界及び住居

等の位置を考慮して選定する。 

予測地域・地点は、道路交通振動の現

地調査の調査地域・地点と同様とする。 

予測対象 

時期 

太陽光パネル等の撤去・廃棄時におけ

る建設機械の稼働による振動が最大と

なる時期とする。 

太陽光パネル等の撤去・廃棄時におけ

る資材運搬等の車両の走行台数が最大

となる時期とする。 

評価方法 

＜影響の回避・低減の観点＞ 

振動による影響が事業者等により実行可能な範囲内でできる限り回避され、又

は低減されているかどうかを評価する。 

＜基準、目標等との整合の観点＞ 

評価項目 評価の指標 指標値 

建設機械の稼働
に伴う振動 

「振動規制法」の「特定建設作業
に伴って発生する振動の規制に関
する基準」（昭和 43 年 11 月、厚
生省）における区域区分で第 1 号
区域において定める基準 

敷地境界で 75 デシ
ベル 

資材運搬等の車
両の走行に伴う

振動 

「振動規制法」に基づく類型区分
第 1 種区域において定める要請限
度 

昼間（8-19 時）：
65 デシベル 
夜間（19-8 時）：
60 デシベル 
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表 4.3-4 環境の保全に関する配慮方針（振動） 

区分 環境の保全に関する配慮方針 

建設機械の稼働に伴

う振動の影響 

・建設機械については、低振動型の建設機械の使用に努める。 

・建設機械のアイドリングストップを徹底する。 

・計画的かつ効率的な工事計画を検討し、建設機械の集中稼働を避ける。 

・建設機械の整備、点検を徹底する。 

資材運搬等の車両の

走行に伴う振動の影

響 

・資材運搬等の車両による搬出入が一時的に集中しないよう、計画的か

つ効率的な運行管理に努める。 

・資材運搬等の車両の整備、点検を適切に実施する。 

・資材運搬等の車両のアイドリングストップを徹底する。 

太陽光パネル等の撤

去・廃棄時における

建設機械の稼働に伴

う振動の影響 

・建設機械については、低振動型の建設機械の使用に努める。 

・建設機械のアイドリングストップを徹底する。 

・計画的かつ効率的な工事計画を検討し、建設機械の集中稼働を避ける。 

・建設機械の整備、点検を徹底する。 

太陽光パネル等の撤

去・廃棄時における

資材運搬等の車両の

走行に伴う振動の影

響 

・資材運搬等の車両による搬出入が一時的に集中しないよう、計画的か

つ効率的な運行管理に努める。 

・資材運搬等の車両の整備、点検を適切に実施する。 

・資材運搬等の車両のアイドリングストップを徹底する。 

 

  


